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 「
特
別
慰
労
品
」

贈
呈
の
受
付
が

21
年
３
月
31
日

で
終
了
し
ま
す

３チャンネル

大山町

　

引
揚
者
、
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強

制
抑
留
者
の
「
ご
本
人
」
に
、「
特

別
慰
労
品
」
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

（
ご
遺
族
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
）「
引
揚
者
」
は
、
終
戦
の
日
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
外
地
で
生
活

し
て
い
て
戦
後
引
き
揚
げ
て
き
た
家

募　

集

1 月 21 日（水）から

大山賛歌体操の放送時間が

変わります

●健康づくり編

　朝  5 時 55 分～

　夜  7 時 55 分～

●介護予防編

　昼 11 時 55 分～

　昼   2 時 55 分～  

※ 5分早めて放送いたします

平成 21 年度の役場・公民館・学校等の臨時職員を募集します
臨
時
職
員
の

登
録
者
募
集
に

つ
い
て

　

大
山
町
で
は
、
平
成
21
年
度
の
役

場
関
係
業
務
で
雇
用
す
る
臨
時
職
員

を
公
募
し
ま
す
。
雇
用
す
る
臨
時
職

員
は
登
録
制
と
し
、
登
録
さ
れ
た
方

の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
採
用
し
ま
す
。

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定

の「
大
山
町
臨
時
職
員
登
録
申
請
書
」

に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

勤務先 番号 職種 必要な資格 賃金（時給）

 役場 1 事務補助 不問 ８００円

 学校 ２
A
学校主事
( 学校用務）

不問 ８００円

Ｂ 学校図書館司書 司書資格 ８５０円
C 学校支援員 不問 ８００円

 教育支援センター

 （寺子屋）
３
Ａ 相談員

教員免許を有する
ことが望ましい

 850 円または

 900 円

Ｂ 指導員 教員免許 ９００円

 公民館 ４
A 夜間警備員 不問 ８００円
B 清掃作業員 不問 ８００円

 図書館 ５
A 司書 司書資格 ８５０円
B 図書事務 不問 ８００円

◆ 募集する業務

※賃金は変更になることがあります。

※勤務場所及び勤務時間については、業務内容および時期によって

異なります。

※賃金については、すべて時給で示しています。

◆
応
募
要
件

　

満
18
歳
以
上
（
平
成
21
年
4
月
1

日
現
在
）

◆
登
録
申
込
み
方
法

　

登
録
申
請
書
は､

役
場
本
庁
、
中

山
支
所
、
大
山
支
所
、
教
育
委
員
会

事
務
局
に
置
い
て
い
ま
す
。
指
定
の

登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
左
記
提
出
先
に
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

　

雇
用
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
面
談

等
を
行
っ
た
上
で
決
定
を
し
ま
す
。

◆
４
月
採
用
分
の
申
し
込
み
期
限

　

2
月
20
日
（
金
）
ま
で

　

年
度
途
中
で
の
採
用
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
登
録
を
さ
れ
た
方

の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
採
用
し
ま

す
。
な
お
、
資
格
や
専
門
的
な
知
識

が
必
要
な
方
を
採
用
す
る
場
合
等
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
よ
り
募
集
を
行

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
・
申
請
書
提
出
先

　

大
山
町
役
場
総
務
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
１

　

中
山
支
所
総
合
窓
口
課

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
１　

　

大
山
支
所
総
合
窓
口
課

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

　

教
育
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
１

族
全
員
が
対
象
で
す
。
請
求
書
は
、

福
祉
保
健
課
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

な
わ
内
）
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
未

請
求
の
方
は
、
早
急
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

  

資
格
要
件
な
ど
の
質
問
は
、
独
立

行
政
法
人 

平
和
祈
念
事
業
特
別
基

金
ま
で

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０
‐
２
３
４
‐
９
３
３

　

（
月
〜
金
、
９
時
15
分
〜
17
時
15

分
、
土
日
祝
日
休
）


